
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
経
理
規
則
例
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
例

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
経
理
規
則
例
（
平
成20

年
保
発
第0324001

号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
定
め
る
業
務
」
の
下
に
「
及
び
「
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
に
係
る
事
務
の
委
託
契
約
に
つ
い
て
」
（
令
和
六

年
五
月
十
七
日
付
け
医
政
地
発
〇
五
一
七
第
一

号
厚
生
労
働
省
医
政
局
地
域
医
療
計
画
課
長
通
知
）
に
よ
り
都
道
府
県
か
ら

委
託
を
受
け
て
行
う
流
行
初
期
医
療
の
確
保
に
要
す
る
費
用
の
支
払
に
関
す
る
業
務
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
○
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
。
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新

旧

対

照

条

文

◎

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
経
理
規
則
例
（
平
成2

0

年
保
発
第0

3
2
4
0
0
1

号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
別
会
計
）

（
特
別
会
計
）

第
一
条

○
○
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
規
約
（
以
下
「
規
約
」
と
い
う
。
）

第
一
条

○
○
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
規
約
（
以
下
「
規
約
」
と
い
う
。
）

第
六
条
第
三
項
に
定
め
る
業
務
及
び
「
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
に
係
る
事
務
の

第
六
条
第
三
項
に
定
め
る
業
務
の
経
理
を
他
の
会
計
と
区
分
し
て
行
う
た
め
、
後

委
託
契
約
に
つ
い
て
」
（
令
和
六
年
五
月
十
七
日
付
け
医
政
地
発
〇
五
一
七
第
一

期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
を
設
置
す
る
。

号
厚
生
労
働
省
医
政
局
地
域
医
療
計
画
課
長
通
知
）
に
よ
り
都
道
府
県
か
ら
委
託

を
受
け
て
行
う
流
行
初
期
医
療
の
確
保
に
要
す
る
費
用
の
支
払
に
関
す
る
業
務
の

経
理
を
他
の
会
計
と
区
分
し
て
行
う
た
め
、
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特

別
会
計
を
設
置
す
る
。
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